
○
国
土
交
通
省
令
第

号

小
型
船
舶
の
登
録
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
百
二
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
関
係
法
律
の
規
定
に
基
づ
き

、
小
型
船
舶
の
登
録
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
省
令
の
整
備
に
関
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
四
年

月

日

国
土
交
通
大
臣

林

寛
子

小
型
船
舶
の
登
録
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
省
令
の
整
備
に
関
す
る
省
令

（
小
型
船
舶
の
船
籍
及
び
総
ト
ン
数
の
測
度
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条

小
型
船
舶
の
船
籍
及
び
総
ト
ン
数
の
測
度
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
二
十
八
年
運
輸
省
令
第
四
十
六
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

小
型
漁
船
の
総
ト
ン
数
の
測
度
に
関
す
る
省
令

第
一
条
か
ら
第
八
条
の
四
ま
で
を
削
る
。

第
九
条
第
一
項
中
「
令
第
二
条
第
三
項
（
令
第
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
検
査



又
は
令
第
九
条
」
を
「
小
型
漁
船
の
総
ト
ン
数
の
測
度
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
二
百
五
十
九
号
。
以
下
「

令
」
と
い
う
。
）
第
一
条
」
に
、
「
小
型
船
舶
総
ト
ン
数
測
度
申
請
書
（
第
六
号
書
式
）
」
を
「
小
型
漁
船
総
ト
ン
数
測
度

申
請
書
（
第
一
号
書
式
）
」
に
、
「
令
第
二
条
第
三
項
又
は
令
第
九
条
第
一
項
」
を
「
令
第
一
条
第
一
項
」
に
改
め
、
「
都

道
府
県
知
事
又
は
」
の
下
に
「
当
該
船
舶
の
所
在
す
る
場
所
を
管
轄
す
る
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
中
「
行
な
う
検
査
又
は

」
を
「
行
う
」
に
、
「
お
い
て
行
な
う
」
を
「
お
い
て
行
う
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
前

項
」
を
「
第
一
項
」
に
、
「
を
検
査
し
、
又
は
そ
の
総
ト
ン
数
」
を
「
の
総
ト
ン
数
」
に
、
「
行
な
う
」
を
「
行
う
」
に
、

「
第
七
号
書
式
」
を
「
第
二
号
書
式
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

都
道
府
県
知
事
又
は
日
本
の
領
事
官
は
、
前
項
の
申
請
が
あ
つ
た
と
き
は
、
申
請
者
に
対
し
、
当
該
申
請
に
係
る
小
型

漁
船
の
諸
元
を
記
載
し
た
書
面
そ
の
他
の
総
ト
ン
数
の
測
度
に
関
し
必
要
な
書
面
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
九
条
を
第
一
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
総
ト
ン
数
の
測
度
の
適
用
除
外
）

第
二
条

令
第
一
条
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
船
舶
は
、
総
ト
ン
数
一
ト
ン
未
満
の
無
動
力
漁
船
と
す
る
。

２

令
第
一
条
第
二
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
船
舶
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。



一

船
舶
法
施
行
細
則
（
明
治
三
十
二
年
逓
信
省
令
第
二
十
四
号
）
第
十
二
条
に
規
定
す
る
総
ト
ン
数
の
測
度
又
は
改
測

の
結
果
、
令
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
漁
船
と
な
る
も
の

二

船
舶
法
（
明
治
三
十
二
年
法
律
第
四
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
、
小
型
船
舶
の
登
録
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三

年
法
律
第
百
二
号
）
第
三
条
又
は
漁
船
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
七
十
八
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
登

録
を
要
す
る
船
舶
以
外
の
船
舶
と
し
て
地
方
運
輸
局
長
（
海
運
監
理
部
長
を
含
む
。
）
、
沖
縄
総
合
事
務
局
長
又
は
地

方
運
輸
局
組
織
規
則
（
平
成
十
三
年
国
土
交
通
省
令
第
二
十
三
号
）
別
表
第
三
に
定
め
る
海
運
支
局
若
し
く
は
内
閣
府

設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
四
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
沖
縄
総
合
事
務
局
に
置
か
れ
る
事
務

所
で
地
方
運
輸
局
に
お
い
て
所
掌
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
の
う
ち
国
土
交
通
省
組
織
令
（
平
成
十
三
年
政
令
第

二
百
五
十
五
号
）
第
二
百
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
事
務
を
分
掌
す
る
も
の
の
長
が
総
ト
ン
数
を
証
明
し
た
後
船
体

の
改
造
を
行
わ
ず
に
小
型
漁
船
に
転
用
さ
れ
た
も
の

三

小
型
船
舶
の
登
録
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
に
関
す
る
政
令
（
平
成
十
三
年
政
令
第
三
百

八
十
三
号
）
附
則
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
船
籍
票
受
有
現
存
船
か
ら
船
体
の
改
造
を
行
わ
ず
に
小
型
漁
船
に
転
用

さ
れ
た
も
の



第
十
条
の
見
出
し
中
「
検
査
又
は
」
を
削
り
、
同
条
第
一
項
中
「
前
条
第
二
項
」
を
「
第
一
条
第
三
項
」
に
改
め
、
「
検

査
又
は
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
前
条
第
一
項
」
を
「
第
一
条
第
一
項
」
に
改
め
、
「
検
査
又
は
」
を
削
り
、
同
条
第

三
項
中
「
小
型
船
舶
総
ト
ン
数
測
度
手
数
料
納
付
書
（
第
八
号
書
式
）
」
を
「
小
型
漁
船
総
ト
ン
数
測
度
手
数
料
納
付
書
」

に
改
め
、
同
条
を
第
三
条
と
す
る
。

第
十
一
条
第
一
項
中
「
船
籍
票
の
交
付
を
受
け
た
船
舶
に
あ
つ
て
は
、
船
首
両
舷
に
船
名
を
、
船
尾
に
船
籍
港
と
定
め
た

市
町
村
を
包
括
す
る
都
道
府
県
名
及
び
船
舶
番
号
を
、
令
第
九
条
に
規
定
す
る
小
型
漁
船
に
あ
つ
て
は
、
」
を
「
小
型
漁
船

を
航
行
の
用
に
供
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
漁
船
の
」
に
、
「
但
し
」
を
「
た
だ
し
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

「
字
に
よ
り
、
且
つ
、
船
名
及
び
都
道
府
県
名
に
あ
つ
て
は
、
」
及
び
「
（
「
都
」
「
府
」
又
は
「
県
」
の
文
字
は
、
省
略

す
る
こ
と
。
）
、
船
舶
番
号
に
あ
つ
て
は
、
ア
ラ
ビ
ア
数
字
」
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
令
第
三
条
か
ら
令
第
七
条
ま
で

の
規
定
に
よ
り
船
籍
票
の
交
付
を
受
け
た
日
又
は
漁
船
法
第
十
四
条
第
三
項
」
を
「
漁
船
法
第
十
七
条
第
三
項
」
に
改
め
、

同
条
を
第
四
条
と
す
る
。

第
十
二
条
を
第
五
条
と
す
る
。

第
一
号
様
式
か
ら
第
三
号
様
式
ま
で
を
削
る
。



第
一
号
書
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



第１号書式（第１条関係） 

（日本工業規格 A 列４番） 
備考 １ 製造番号等の欄には、船体識別番号又は製造番号、製造年月日及び製造型式の年次を記載

すること。 
２ 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。 

 5

 

小型漁船総トン数測度申請書 

製 造 番 号 等  

動力漁船又は無動力

漁船の別 
 

船       名  

総  ト  ン  数  約                        トン 

所有者の氏名又は名

称及び住所 
 

造船者の名称及び所

在地 
 

起 工 の 年 月 日  

進 水 の 年 月 日  

総トン数の測度を受

けようとする場所 
 

申 請 の 理 由  

主 た る 根 拠 地  

    年   月   日 

申請者                 

住    所：                 

氏名又は名称：               印

都道府県知事（領事官）あて 

 



第
二
号
書
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



第２号書式（第１条関係） 

（日本工業規格 A 列４番） 
備考 １ 製造番号等の欄には、船体識別番号又は製造番号、製造年月日及び製造型式の年次を記載

すること。 
   ２ 主要寸法の長さ、幅及び深さは、船舶法施行細則（明治３２年逓信省令第２４号）第１７

条ノ２の長さ、幅及び深さとする。 

 6

 

総トン数に関する証明書 

製 造 番 号 等  

船 名  

長さ メートル  

幅 メートル  主要寸法 

深さ メートル  

総  ト  ン  数  トン  

造船者の名称及び所

在地 
 

所有者の氏名又は名

称及び住所 
 

進 水 の 年 月 日  

備 考 
 

    年   月   日 

 

都道府県知事（領事官）名 印 

 



第
三
号
書
式
か
ら
第
八
号
書
式
ま
で
を
削
る
。

（
船
員
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

船
員
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
運
輸
省
令
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
第
一
項
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二

小
型
船
舶
の
登
録
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
百
二
号
）
の
適
用
を
受
け
る
船
舶
に
あ
つ
て
は
、
次
に

掲
げ
る
証
明
書

イ

小
型
船
舶
の
登
録
等
に
関
す
る
法
律
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
籍
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
船
舶
に

あ
つ
て
は
、
当
該
国
籍
証
明
書

ロ

イ
に
掲
げ
る
船
舶
以
外
の
船
舶
に
あ
つ
て
は
、
小
型
船
舶
の
登
録
等
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
登

録
事
項
証
明
書
等
の
う
ち
、
小
型
船
舶
登
録
規
則
（
平
成
十
四
年
国
土
交
通
省
令
第

号
）
第
二
十
九
条
第
一

号
の
一
部
事
項
証
明
書
又
は
同
条
第
二
号
の
全
部
事
項
証
明
書
（
現
に
小
型
船
舶
の
登
録
等
に
関
す
る
法
律
第
三
条

に
規
定
す
る
小
型
船
舶
登
録
原
簿
に
登
録
さ
れ
た
事
項
を
証
す
る
も
の
に
限
る
。
）

第
九
条
第
二
項
中
「
船
員
法
」
を
「
法
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



二

総
ト
ン
数
二
十
ト
ン
未
満
の
船
舶
（
漁
船
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

小
型
船
舶
の
登
録
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
二
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
船
舶

ロ

小
型
船
舶
の
登
録
等
に
関
す
る
法
律
第
三
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
臨
時
航
行
す
る
船
舶

ハ

小
型
船
舶
の
登
録
等
に
関
す
る
法
律
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
新
規
登
録
又
は
同
法
第
九
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
変
更
登
録
を
受
け
た
後
に
、
前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
証
明
書
を
備
え
置
く
た
め
航
行
す
る
船
舶

（
船
舶
安
全
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

船
舶
安
全
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
八
年
運
輸
省
令
第
四
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
九
条
の
二
中
「
一
に
」
を
「
い
ず
れ
か
に
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
（
小
型
船
舶
の
船
籍
及
び
総
ト
ン
数
の
測

度
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
二
百
五
十
九
号
）
第
二
条
第
二
項
又
は
第
三
項
（
同
令
第
三
条
第
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
検
査
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
「
（
小
型
漁
船
の
総
ト
ン
数
の
測
度
に
関
す
る
政
令

（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
二
百
五
十
九
号
）
第
一
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
総
ト
ン
数
の
測
度
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
又

は
小
型
船
舶
の
登
録
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
百
二
号
。
以
下
「
小
型
船
登
録
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第

二
項
若
し
く
は
第
九
条
第
二
項
の
総
ト
ン
数
の
測
度
」
に
、
「
若
し
く
は
船
舶
法
」
を
「
、
船
舶
法
若
し
く
は
小
型
船
舶
登



録
法
」
に
改
め
る
。

第
三
十
八
条
中
第
二
項
を
削
り
、
第
三
項
を
第
二
項
と
し
、
第
四
項
を
第
三
項
と
す
る
。

（
海
洋
汚
染
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条

海
洋
汚
染
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
運
輸
省
令
第
三
十
八
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
二
条
の
三
十
第
四
項
中
「
船
籍
票
」
を
「
小
型
船
舶
の
登
録
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
百
二
号
）
第

二
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
籍
証
明
書
」
に
改
め
る
。

（
小
型
船
舶
検
査
機
構
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
五
条

小
型
船
舶
検
査
機
構
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
四
十
八
年
運
輸
省
令
第
五
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
第
二
十
一
条
及
び
第
二
十
二
条
」
を
「
第
十
条
第
四
号
及
び
第
二
十
一
条
か
ら
第
二
十
三
条
ま
で
」
に
改
め

る
。第

三
条
第
一
号
及
び
第
二
号
中
「
第
二
十
五
条
の
二
十
七
第
一
項
各
号
」
の
下
に
「
、
第
二
項
各
号
及
び
第
三
項
」
を
加

え
る
。



第
八
条
中
「
第
二
十
五
条
の
二
十
七
第
二
項
」
を
「
第
二
十
五
条
の
二
十
七
第
三
項
」
に
改
め
る
。

第
十
条
中
第
四
号
を
第
五
号
と
し
、
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

小
型
船
舶
の
登
録
及
び
測
度
に
関
す
る
事
項

本
則
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
登
録
測
度
設
備
）

第
二
十
三
条

機
構
は
、
法
第
二
十
五
条
の
二
十
七
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
を
行
う
事
務
所
に
、
小
型
船
舶
の
各
部

の
寸
法
を
測
定
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
を
備
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
小
型
船
舶
検
査
機
構
の
財
務
及
び
会
計
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
六
条

小
型
船
舶
検
査
機
構
の
財
務
及
び
会
計
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
四
十
八
年
運
輸
省
令
第
五
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
第
一
号
中
「
同
項
第
五
号
に
掲
げ
る
業
務
の
う
ち
法
第
二
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
小
型
船

舶
又
は
こ
れ
ら
の
小
型
船
舶
に
備
え
付
け
よ
う
と
す
る
物
件
が
小
型
船
舶
の
堪
航
性
及
び
人
命
の
安
全
の
保
持
に
資
す
る
た

め
の
施
設
の
標
準
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
を
判
定
す
る
検
査
に
関
す
る
も
の
」
を
「
同
条
第
三
項
に
掲
げ
る
業
務
（
法
第
二



十
五
条
の
二
第
一
項
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
物
に
限
る
。
）
」
に
改
め
、
同
項
中
第
二
号
を
第
三
号
と
し
、
第

一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二

法
第
二
十
五
条
の
二
十
七
第
二
項
に
掲
げ
る
業
務
及
び
同
条
第
三
項
に
掲
げ
る
業
務
（
法
第
二
十
五
条
の
二
第
二
項

の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
経
理

第
十
条
中
「
第
二
十
五
条
の
二
十
七
第
一
項
各
号
」
の
下
に
「
、
第
二
項
各
号
及
び
第
三
項
」
を
加
え
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
小
型
船
舶
の
登
録
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
四
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
小
型
船
舶
の
船
籍
及
び
総
ト
ン
数
の
測
度
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条

小
型
船
舶
の
登
録
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
に
関
す
る
政
令
（
平
成
十
三
年
政
令
第
三
百

八
十
三
号
。
）
附
則
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
船
籍
票
受
有
現
存
船
（
以
下
「
船
籍
票
受
有
現
存
船
」
と
い
う
。
）
に
係

る
船
舶
の
標
示
に
つ
い
て
は
、
当
該
船
籍
票
受
有
現
存
船
が
新
規
登
録
を
受
け
る
日
又
は
法
附
則
第
二
条
第
一
号
に
定
め
る

日
の
い
ず
れ
か
早
い
日
ま
で
の
間
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。



（
船
員
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
条

船
籍
票
受
有
現
存
船
に
係
る
船
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
船
内
の
書

類
の
備
置
き
に
つ
い
て
は
、
当
該
船
籍
票
受
有
現
存
船
が
新
規
登
録
を
受
け
る
日
又
は
法
附
則
第
二
条
第
一
号
に
定
め
る
日

の
い
ず
れ
か
早
い
日
ま
で
の
間
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
船
舶
安
全
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
四
条

船
籍
票
受
有
現
存
船
に
係
る
船
舶
安
全
法
（
昭
和
八
年
法
律
第
十
一
号
）
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
臨
時
航
行
検
査
に

つ
い
て
は
、
当
該
船
籍
票
受
有
現
存
船
が
新
規
登
録
を
受
け
る
日
又
は
法
附
則
第
二
条
第
一
号
に
定
め
る
日
の
い
ず
れ
か
早

い
日
ま
で
の
間
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
海
洋
汚
染
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
五
条

船
籍
票
受
有
現
存
船
に
係
る
海
洋
汚
染
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
十
二
条
の
三
十
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
焼
却
設
備
検
査
証
書
の
書
換
え
に
つ
い
て
は
、
当
該
船
籍
票
受
有
現
存
船
が
新
規
登
録
を
受
け
る
日
又
は
法

附
則
第
二
条
第
一
号
に
定
め
る
日
の
い
ず
れ
か
早
い
日
ま
で
の
間
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）



第
六
条

こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
並
び
に
附
則
第
二
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と

と
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
こ
の
省
令
の
施
行
後
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。




